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一

概
説

１

協
定
の
成
立
経
緯

平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
三
月
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
で
、
両
者
の
関
係
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
強
化
す
る
た
め
、
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
協

力
を
包
括
的
に
対
象
と
す
る
協
定
の
締
結
に
向
け
た
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
年
四
月
か
ら
両
者
間
で
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
協
定
案
文
に
つ

い
て
最
終
的
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
、
平
成
三
十
年
（
二
千
十
八
年
）
七
月
十
七
日
に
東
京
に
お
い
て
、
我
が
方
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
と
先
方
ト
ゥ
ス

ク
欧
州
理
事
会
議
長
及
び
ユ
ン
カ
ー
欧
州
委
員
会
委
員
長
と
の
間
で
署
名
が
行
わ
れ
、
こ
の
協
定
が
作
成
さ
れ
た
。

２

協
定
締
結
の
意
義

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
及
び
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
将
来
に
わ
た
る
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
た
め
の

法
的
基
礎
が
設
け
ら
れ
、
両
者
の
対
話
、
協
力
等
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

二

協
定
の
内
容

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
五
十
一
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
が
共
通
の
関
心
事
項
に
関
す
る
政
治
的
な
協
力
及
び
分
野
別
の
協
力
並
び
に
共
同
行
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
締
約

(1)
者
間
の
全
般
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
こ
と
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
一
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
第
一
条
１
に
定
め
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
相
互
尊
重
、
平
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
及
び
国
際
法
の
尊
重
の
原
則
に
基
づ
い
て
こ

(2)
の
協
定
を
実
施
す
る
（
第
一
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
政
治
問
題
、
外
交
及
び
安
全
保
障
に
関
す
る
政
策
そ
の
他
分
野
別
の
協
力
の
分
野
に
お
け
る
相
互
の
関
心
事
項
に
つ
い
て
、
対
話
及
び

(3)
協
力
に
よ
り
、
両
締
約
者
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
。
こ
の
た
め
、
両
締
約
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
会
合
を
開
催
し
、
並
び
に
両
締
約

者
の
人
々
の
間
の
一
層
広
範
な
交
流
及
び
議
会
の
間
の
交
流
を
促
進
す
る
。
（
第
一
条
３
）

２

両
締
約
者
は
、
両
締
約
者
の
内
外
の
政
策
を
支
え
る
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
及
び
基
本
的
自
由
と
い
う
共
通
の
価
値
及
び
原
則
を
引
き
続
き
擁

(1)
護
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
両
締
約
者
は
、
世
界
人
権
宣
言
及
び
関
連
す
る
人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
で
あ
っ
て
両
締
約
者
が
締
結
し
て
い
る
も
の
を
尊

重
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
（
第
二
条
１
）
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2

両
締
約
者
は
、
国
際
的
な
場
に
お
い
て
第
二
条
１
に
規
定
す
る
共
通
の
価
値
及
び
原
則
を
促
進
す
る
。
両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

(2)
共
通
の
価
値
及
び
原
則
の
促
進
及
び
実
現
に
当
た
り
、
第
三
国
と
共
に
又
は
第
三
国
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
含
め
、
協
力
し
、
及
び
調
整
す
る
。
（
第
二

条
２
）

３

両
締
約
者
は
、
国
際
及
び
地
域
の
平
和
及
び
安
全
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る
（
第
三
条
１
）
。

(1)

両
締
約
者
は
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
共
同
で
促
進
す
る
も
の
と
し
、
国
際
社
会
に
対
し
、
国
際
法
に
従
い
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て

(2)
解
決
す
る
よ
う
奨
励
す
る
（
第
三
条
２
）
。

４

両
締
約
者
は
、
危
機
管
理
及
び
平
和
構
築
の
分
野
に
お
け
る
共
通
の
関
心
事
項
に
関
し
、
共
通
の
立
場
を
促
進
す
る
こ
と
、
国
際
機
関
及
び
国
際
的
な
場

に
お
け
る
決
議
及
び
決
定
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
、
紛
争
か
ら
脱
し
つ
つ
あ
る
国
が
持
続
可
能
な
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
努
力
を
支
援
す

る
こ
と
、
危
機
管
理
業
務
そ
の
他
関
連
す
る
計
画
及
び
事
業
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
意
見
の
交
換
を
促
進
し
、
及
び
共
同
で
行
動
す
る
よ
う

努
め
る
（
第
四
条
）
。

５

両
締
約
者
は
、
大
量
破
壊
兵
器
及
び
そ
の
運
搬
手
段
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
、
国
際
法
に
基
づ
く
義
務
の
完
全
な
遵
守
及
び
実
施
に
よ
り
、
不
拡
散

(1)
及
び
軍
備
縮
小
に
関
す
る
制
度
の
強
化
に
当
た
っ
て
協
力
す
る
（
第
五
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
核
軍
備
の
縮
小
を
追
求
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
り
、
世
界
的
な
核
不
拡
散
に
関
す
る
制
度
の
基
礎
で
あ
り
、
及
び
原
子
力
の

(2)
平
和
的
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
る
千
九
百
六
十
八
年
七
月
一
日
に
ロ
ン
ド
ン
市
、
モ
ス
ク
ワ
市
及
び
ワ
シ
ン
ト
ン
市
で
作
成
さ
れ
た
核
兵
器

の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
核
不
拡
散
条
約
」
と
い
う
。
）
を
普
及
さ
せ
る
。
ま
た
、
両
締
約
者
は
、
不
拡
散
及
び
軍
備
縮
小
に
関
す
る
制
度
に

対
す
る
あ
ら
ゆ
る
課
題
に
対
処
す
る
こ
と
の
重
要
性
並
び
に
核
不
拡
散
条
約
を
擁
護
し
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
全
て
の
者
に

と
っ
て
よ
り
安
全
な
世
界
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
世
界
的
な
努
力
に
引
き
続
き
積
極
的
に
貢
献
す
る
よ
う
取
り
組
む
も
の
と
し
、
ま
た
、
核
不

拡
散
条
約
の
目
標
に
従
い
、
国
際
の
安
定
を
促
進
す
る
よ
う
な
方
法
で
、
及
び
全
て
の
者
に
と
っ
て
安
全
保
障
が
損
な
わ
れ
な
い
と
い
う
原
則
に
基
づ

き
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
た
め
の
条
件
を
引
き
続
き
作
り
出
し
て
い
く
よ
う
取
り
組
む
。
（
第
五
条
２
）

両
締
約
者
は
、
特
に
、
汎
用
品
及
び
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
技
術
に
つ
い
て
の
効
果
的
な
輸
出
管
理
制
度
を
発
展
さ
せ
、

(3)
及
び
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
量
破
壊
兵
器
及
び
そ
の
運
搬
手
段
の
拡
散
に
引
き
続
き
対
処
す
る
（
第
五
条
３
）
。
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両
締
約
者
は
、
第
五
条
に
定
め
る
両
締
約
者
の
取
組
を
強
固
に
す
る
た
め
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
対
話
を
維
持
し
、
及
び
促
進
す
る
（
第
五
条
４
）
。

(4)
６

両
締
約
者
は
、
通
常
兵
器
並
び
に
汎
用
品
及
び
こ
れ
に
係
る
技
術
の
移
転
の
管
理
の
分
野
に
お
い
て
、
世
界
的
な
、
地
域
的
な
、
小
地
域
的
な
及
び
域

(1)
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
こ
れ
ら
の
流
用
を
防
止
し
、
平
和
、
安
全
及
び
安
定
に
貢
献
し
、
並
び
に
人
類
の
苦
し
み
を
軽
減
す
る
た
め
、
当
該
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
で
協
力
し
、
及
び
調
整
す
る
。
両
締
約
者
は
、
責
任
あ
る
方
法
で
、
特
に
相
互
の
安
全
保
障
上
の
関
心
に
十
分
な
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
移
転
の

管
理
に
関
す
る
政
策
を
発
展
さ
せ
、
及
び
実
施
す
る
。
（
第
六
条
１
）

両
締
約
者
は
、
関
連
す
る
国
際
文
書
に
よ
る
枠
組
み
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
を
再
確
認
し
た
上
で
、
通
常
兵
器
の
国
際
的
な
貿
易
を
規
制
し
、

(2)
並
び
に
そ
の
不
正
な
取
引
及
び
流
用
を
防
止
し
、
及
び
根
絶
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
下
で
協
力
し
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
調
整
す
る
。
第
六
条

２
の
規
定
に
よ
る
協
力
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
第
三
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
枠
組
み
の
普
遍
化
を
促
進
し
、
及
び
そ
の
完
全
な
実
施
を
支
援
す
る
こ

と
を
含
め
る
。
（
第
六
条
２
）

両
締
約
者
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
両
締
約
者
の
取
組
に
伴
っ
て
行
わ
れ
、
及
び
当
該
取
組
を
強
固
に
す
る
対
話
を
維
持
し
、
及
び
促
進
す
る
（
第

(3)
六
条
３
）
。

７

両
締
約
者
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
及
び
適
当
な
場
合
に
は
国
際
連
合
の
関
連
す
る
決
議
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
る
裁
判
所
を
通
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
国

(1)
際
的
な
関
心
事
項
で
あ
る
重
大
な
犯
罪
の
捜
査
及
び
訴
追
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る
（
第
七
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
千
九
百
九
十
八
年
七
月
十
七
日
に
ロ
ー
マ
で
作
成
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
の

(2)
目
的
の
促
進
に
当
た
っ
て
協
力
す
る
。
こ
の
た
め
、
両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
規
程
の
締
結
及
び
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
に
当
た
っ

て
の
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
規
程
の
普
遍
性
を
引
き
続
き
促
進
す
る
こ
と
等
を
行
う
。
（
第
七
条
２
）

８

両
締
約
者
は
、
適
用
可
能
な
国
際
法
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
た
め
、
両
締
約
者
間
で
並
び
に

(1)
地
域
的
及
び
国
際
的
な
段
階
で
協
力
す
る
（
第
八
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
国
際
連
合
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
世
界
戦
略
及
び
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
の
関
連
す
る
決
議
を
考
慮
し
つ
つ
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第

(2)
八
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
国
際
法
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
基
づ
く
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
個
人
情
報
の
保
護
を
尊
重
し
つ
つ
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
、

(3)
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方
法
及
び
慣
行
に
つ
い
て
、
対
話
並
び
に
情
報
及
び
意
見
の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
八
条
３
）
。

９

両
締
約
者
は
、
化
学
剤
、
生
物
剤
、
放
射
性
物
質
及
び
核
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
の
防
止
、
軽
減
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
当
た

(1)
り
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
九
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
化
学
剤
、
生
物
剤
、
放
射
性
物
質
及
び
核
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
を
管
理
す
る
た
め
の
第
三
国
に
お
け
る
制
度
的
能
力
を
強
化
す
る
こ
と

(2)
を
目
的
と
し
て
協
力
を
促
進
す
る
（
第
九
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
効
果
的
な
多
数
国
間
主
義
に
つ
い
て
の
約
束
の
裏
付
け
と
し
て
、
国
際
連
合
並
び
に
他
の
国
際
機
関
及
び
地
域
機
関
並
び
に
国
際
的
な

10
(1)

場
及
び
地
域
的
な
場
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
意
見
の
交
換
を
行
い
、
協
力
を
促
進
し
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
立
場
を
調
整
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
条

１
）
。

両
締
約
者
は
、
国
際
連
合
及
び
そ
の
関
連
機
関
の
全
体
の
効
率
性
、
実
効
性
、
透
明
性
、
説
明
責
任
、
能
力
及
び
代
表
性
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と

(2)
し
て
、
国
際
連
合
の
改
革
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る
（
第
十
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
定
期
的
な
対
話
等
に
よ
り
開
発
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
の
意
見
の
交
換
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
適
当
な
場
合
に
は
、
地
球
的
規
模

11
(1)

の
課
題
と
し
て
の
持
続
可
能
な
開
発
及
び
貧
困
の
撲
滅
に
関
す
る
個
別
の
政
策
に
つ
い
て
調
整
す
る(

第
十
一
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
国
際
的
な
場
及
び
地
域
的
な
場
に
お
い
て
開
発
問
題
に
関
す
る
立
場
を
調
整
す
る
（
第
十
一
条
２
）
。

(2)

両
締
約
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
発
に
関
す
る
機
関
及
び
部
局
の
間
の
情
報
の
交
換
及
び
協
力
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
現
地
に
お
け
る
活
動
の
調
整
を

(3)
一
層
奨
励
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
一
条
３
）
。

両
締
約
者
は
、
ま
た
、
開
発
援
助
の
分
野
に
お
い
て
、
情
報
、
最
良
の
慣
行
及
び
経
験
を
交
換
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
不
正
な
資
金
の
流
れ
を

(4)
抑
制
す
る
た
め
、
並
び
に
両
締
約
者
及
び
受
益
国
の
資
金
上
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
不
正
行
為
、
詐
欺
、
腐
敗
行
為
そ
の
他
の
違
法
行
為
を
あ
ら
ゆ
る

段
階
で
防
止
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
と
戦
う
た
め
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
一
条
４
）
。

両
締
約
者
は
、
災
害
の
リ
ス
ク
を
軽
減
し
、
及
び
災
害
に
対
す
る
強
靱
性
を
高
め
る
た
め
、
災
害
の
防
止
及
び
軽
減
、
災
害
へ
の
準
備
及
び
対
応
並

じ
ん

12
(1)

び
に
災
害
か
ら
の
復
旧
に
当
た
り
、
協
力
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
両
締
約
者
間
に
お
け
る
並
び
に
地
域
的
及
び
国
際
的
な
段
階
に
お
け
る
調
整
を
促
進

す
る
（
第
十
二
条
１
）
。
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両
締
約
者
は
、
人
道
的
活
動
に
当
た
り
、
効
果
的
な
対
応
を
調
整
し
て
行
う
た
め
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
二
条
２
）
。

(2)

両
締
約
者
は
、
持
続
可
能
で
均
衡
の
と
れ
た
成
長
、
雇
用
創
出
の
促
進
、
マ
ク
ロ
経
済
上
の
過
度
な
不
均
衡
へ
の
対
策
及
び
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
保
護
主

13
(1)

義
と
の
戦
い
と
い
う
共
通
の
目
的
を
支
援
す
る
た
め
の
両
締
約
者
間
及
び
多
数
国
間
の
政
策
に
関
す
る
緊
密
な
調
整
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
及
び
経
験

の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
十
三
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
関
連
す
る
国
際
機
関
及
び
国
際
的
な
場
に
お
い
て
現
在
行
わ
れ
て
い
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
会
計
、
監
査
、
銀
行
業
、
保
険
業
、

(2)
金
融
市
場
及
び
金
融
部
門
の
他
の
部
分
に
関
す
る
規
制
制
度
及
び
監
督
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
等
に
よ
り
金
融
の
安
定
性
及
び
財
政
の
持
続
可
能
性
を
確

保
す
る
た
め
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
融
に
関
す
る
政
策
及
び
規
制
に
つ
い
て
情
報
の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
十
三
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
科
学
、
技
術
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
に
お
い
て
、
二
千
九
年
十
一
月
三
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
さ
れ
た
科
学
技
術
に
お
け

14
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
共
同
体
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
き
、
相
互
に
関
心
を
有
す
る
優
先
事
項
に
特
に
重
点
を
置
い
て
、
協
力
を
促
進
す
る

（
第
十
四
条
）
。

両
締
約
者
は
、
運
輸
に
関
す
る
政
策
及
び
慣
行
並
び
に
全
て
の
輸
送
手
段
に
関
す
る
他
の
相
互
に
関
心
を
有
す
る
分
野
に
つ
い
て
情
報
の
交
換
及
び
対

15
(1)

話
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
力
を
追
求
し
、
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
運
輸
に
関
す
る
国
際
的
な
場
に
お
い
て
立
場
を
調
整
す
る
（
第
十
五
条

１
）
。

第
十
五
条
１
に
規
定
す
る
協
力
の
分
野
に
は
、
航
空
部
門
、
海
上
運
輸
部
門
及
び
鉄
道
部
門
を
含
め
る
（
第
十
五
条
２
）
。

(2)

両
締
約
者
は
、
宇
宙
に
関
す
る
政
策
及
び
活
動
に
つ
い
て
意
見
及
び
情
報
の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
十
六
条
１
）
。

16
(1)

両
締
約
者
は
、
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び
平
和
的
利
用
に
当
た
り
、
適
当
な
場
合
に
は
定
期
的
な
対
話
等
に
よ
り
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
六
条

(2)
２
）
。

両
締
約
者
は
、
両
締
約
者
の
企
業
の
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
産
業
協
力
を
促
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
両
締
約
者
は
、
例
え
ば
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

17
(1)

ン
、
気
候
変
動
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
性
、
標
準
化
及
び
企
業
の
社
会
的
責
任
の
分
野
並
び
に
中
小
企
業
の
競
争
力
の
向
上
及
び
国
際
化
の
支
援
の
分
野
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
意
見
及
び
最
良
の
慣
行
の
交
換
を
促
進
す
る
。
（
第
十
七
条
１
）

両
締
約
者
は
、
企
業
間
の
対
話
等
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
競
争
力
及
び
企
業
間
の
協
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
公
的
部
門
及
び
民
間
部
門
が

(2)



六

6

行
っ
て
い
る
協
力
活
動
を
円
滑
に
す
る
（
第
十
七
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
税
関
の
分
野
に
お
い
て
、
二
千
八
年
一
月
三
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
さ
れ
た
税
関
に
係
る
事
項
に
お
け
る
協
力
及
び
相
互
行
政
支

18
援
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
共
同
体
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
き
、
効
果
的
な
税
関
管
理
及
び
関
税
法
令
の
遵
守
を
確
保
し
つ
つ
、
協
力
を
促
進
す
る
。

ま
た
、
両
締
約
者
は
、
関
連
す
る
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
意
見
を
交
換
し
、
及
び
協
力
す
る
。
（
第
十
八
条
）

両
締
約
者
は
、
租
税
に
関
す
る
良
い
統
治
を
促
進
す
る
た
め
、
特
に
、
第
三
国
に
対
し
、
透
明
性
を
高
め
、
情
報
の
交
換
を
確
保
し
、
及
び
有
害
な
租
税

19
上
の
慣
行
を
撤
廃
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
的
に
確
立
さ
れ
た
租
税
基
準
に
沿
っ
た
協
力
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
九
条
）
。

両
締
約
者
は
、
観
光
の
持
続
可
能
な
発
展
及
び
観
光
産
業
の
競
争
力
の
向
上
に
関
す
る
協
力
で
あ
っ
て
、
経
済
成
長
、
文
化
交
流
及
び
人
々
の
間
の
交
流

20
に
貢
献
し
得
る
も
の
を
促
進
す
る
（
第
二
十
条
）
。

両
締
約
者
は
、
情
報
通
信
技
術
の
分
野
に
お
い
て
、
電
子
的
な
通
信
等
を
含
む
重
要
な
事
項
に
関
す
る
協
力
を
促
進
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
及
び

21
規
制
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
す
る
（
第
二
十
一
条
）
。

両
締
約
者
は
、
高
い
水
準
の
消
費
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
政
策
及
び
法
令
に
つ
い
て
対
話
及
び
意
見
の
交
換
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
重
要
な
分
野
に

22
お
け
る
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
二
条
）
。

両
締
約
者
は
、
環
境
に
関
す
る
政
策
及
び
規
制
に
つ
い
て
、
意
見
、
情
報
及
び
最
良
の
慣
行
の
交
換
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
例
え
ば
資
源
の
効
率
的

23
(1)

な
利
用
等
の
分
野
に
お
け
る
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
三
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
両
締
約
者
に
適
用
可
能
な
関
連
す
る
国
際
協
定
及
び
国
際
文
書
に
よ
る
枠
組
み
並
び
に
国
際
的
な
場
に
お
い
て
協
力
を
促
進
す
る
よ
う

(2)
努
め
る
（
第
二
十
三
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
世
界
全
体
の
平
均
気
温
の
上
昇
を
工
業
化
以
前
よ
り
も
摂
氏
二
度
高
い
水
準
を
十
分
に
下
回
る
も
の
に
抑
え
、
及
び
世
界
全
体
の
平
均

24
(1)

気
温
の
上
昇
を
工
業
化
以
前
よ
り
も
摂
氏
一
・
五
度
高
い
水
準
ま
で
の
も
の
に
制
限
す
る
た
め
の
努
力
を
継
続
す
る
た
め
に
世
界
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
量
を
緊
急
、
大
幅
及
び
持
続
的
に
削
減
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
人
為
的
な
排
出
を
削
減
す
る
た
め
の
域
内
の
及

び
国
際
的
な
行
動
等
に
よ
り
、
率
先
し
て
気
候
変
動
及
び
そ
の
悪
影
響
に
対
処
す
る
。
両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
千
九
百
九
十
二
年
五
月
九
日

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
作
成
さ
れ
た
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
下
で
同
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
二
千
十
五
年
十
二
月
十
二
日
に
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パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
パ
リ
協
定
の
実
施
に
当
た
り
、
及
び
多
数
国
間
の
法
的
枠
組
み
を
強
化
す
る
た
め
、
協
力
す
る
。
ま
た
、
両
締
約
者
は
、
他
の
関
連

す
る
国
際
的
な
場
に
お
い
て
協
力
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。
（
第
二
十
四
条
１
）

両
締
約
者
は
、
ま
た
、
持
続
可
能
な
開
発
を
促
進
す
る
た
め
、
気
候
変
動
の
分
野
に
お
け
る
相
互
の
関
心
事
項
（
炭
素
の
排
出
が
少
な
い
技
術
の
研
究

(2)
及
び
開
発
、
市
場
に
基
づ
く
仕
組
み
、
短
寿
命
の
気
候
汚
染
物
質
の
削
減
等
の
種
々
の
措
置
に
よ
る
気
候
変
動
の
緩
和
等
）
に
つ
い
て
情
報
及
び
最
良
の

慣
行
の
交
換
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
政
策
の
調
整
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
協
力
を
追
求
す
る
（
第
二
十
四
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
特
に
都
市
に
関
す
る
政
策
の
分
野
に
お
け
る
共
通
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
経
験
及
び
良
い
慣
行
の
交
換
を
促
進

25
す
る
。
ま
た
、
両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
地
方
政
府
又
は
市
当
局
の
間
で
の
こ
の
よ
う
な
経
験
及
び
良
い
慣
行
の
交
換
を
奨
励
す
る
。
（
第
二
十

五
条
）

両
締
約
者
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
野
に
お
い
て
、
協
力
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
国
際
機
関
及
び
国
際
的
な
場
に
お
け
る
緊
密
な
調
整
を
促
進
す
る
よ
う

26
努
め
る
（
第
二
十
六
条
）
。

両
締
約
者
は
、
農
業
、
農
村
の
振
興
及
び
森
林
経
営
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
七
条
１
）
。

27
(1)

両
締
約
者
は
、
農
業
及
び
森
林
経
営
の
分
野
に
お
け
る
研
究
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
七
条
２
）
。

(2)

両
締
約
者
は
、
利
用
可
能
な
最
良
の
科
学
的
情
報
に
基
づ
く
漁
業
資
源
の
長
期
的
な
保
存
、
効
果
的
な
管
理
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
促
進
す
る
た

28
(1)

め
、
予
防
的
で
あ
り
、
及
び
生
態
系
を
重
視
す
る
取
組
方
法
に
従
い
、
漁
業
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
対
話
及
び
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
八
条

１
）
。

両
締
約
者
は
、
違
法
な
漁
業
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
漁
業
及
び
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
業
を
防
止
し
、
抑
止
し
、
及
び
排
除
す
る
た
め
、
意
見
及
び
情

(2)
報
の
交
換
並
び
に
国
際
協
力
を
促
進
す
る
（
第
二
十
八
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
関
連
す
る
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
に
お
け
る
協
力
を
強
化
す
る
（
第
二
十
八
条
３
）
。

(3)
両
締
約
者
は
、
千
九
百
八
十
二
年
十
二
月
十
日
に
モ
ン
テ
ゴ
・
ベ
イ
で
作
成
さ
れ
た
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
反
映
さ
れ
て
い
る
国
際
法
に
基

29
づ
き
、
海
洋
問
題
に
つ
い
て
、
対
話
を
促
進
し
、
及
び
相
互
の
理
解
を
増
進
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
法
の
支
配
等
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力

す
る
（
第
二
十
九
条
）
。
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両
締
約
者
は
、
雇
用
、
社
会
問
題
及
び
適
切
な
仕
事
の
分
野
に
お
い
て
、
意
見
及
び
経
験
の
交
換
に
よ
り
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
共
通
の
関
心
事
項

30
(1)

に
関
す
る
協
力
活
動
に
よ
り
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
関
連
す
る
国
際
文
書
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
基
づ
き
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
労
働
及
び
社
会
に
関
す
る
基
準
を
尊
重
し
、

(2)
促
進
し
、
及
び
実
現
す
る
よ
う
努
め
、
並
び
に
適
切
な
仕
事
を
促
進
す
る
（
第
三
十
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
保
健
の
分
野
に
お
い
て
、
特
に
、
感
染
症
及
び
非
感
染
性
疾
患
の
防
止
及
び
管
理
に
当
た
っ
て
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
境
を
越
え
る

31
保
健
に
関
す
る
問
題
に
効
果
的
に
対
処
す
る
た
め
、
意
見
、
情
報
及
び
経
験
の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
三
十
一
条
）
。

両
締
約
者
は
、
民
事
及
び
商
事
に
関
す
る
司
法
協
力
を
促
進
す
る(

第
三
十
二
条
１
）
。

32
(1)

両
締
約
者
は
、
二
千
九
年
十
二
月
十
五
日
に
東
京
で
、
及
び
同
年
十
一
月
三
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
署
名
さ
れ
た
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日

(2)
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
き
、
刑
事
に
関
す
る
司
法
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
二
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
腐
敗
行
為
及
び
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
並
び
に
こ
れ
ら
と
の
戦
い
に
当
た
り
、
適
当
な
場
合
に
は
関
連
す
る
国
際
協
定
を
普
及
さ
せ

33
る
こ
と
等
に
よ
り
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
三
条
）
。

両
締
約
者
は
、
金
融
活
動
作
業
部
会
等
の
関
連
す
る
国
際
的
な
組
織
の
下
で
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
基
準
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
金
融
制
度
が
犯

34
罪
収
益
の
洗
浄
の
た
め
又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
に
当
た
り
、
情
報
の
交
換
等
に
よ
り
、
協
力
を
促

進
す
る
（
第
三
十
四
条
）
。

両
締
約
者
は
、
不
正
な
薬
物
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
に
当
た
り
、
不
正
な
薬
物
の
供
給
、
取
引
及
び
需
要
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
等
を
目
的
と
し

35
て
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
五
条
）
。

両
締
約
者
は
、
サ
イ
バ
ー
に
係
る
問
題
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
及
び
活
動
に
つ
い
て
意
見
及
び
情
報
の
交
換
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
国
際
的
な

36
(1)

場
及
び
地
域
的
な
場
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
意
見
及
び
情
報
の
交
換
を
奨
励
す
る
（
第
三
十
六
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
人
権
及
び
情
報
の
自
由
な
流
れ
を
可
能
な
最
大
限
度
ま
で
促
進
し
、
及
び
保
護
す
る
た
め
、
協
力
を
促
進
す

(2)
る
。
両
締
約
者
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
い
て
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
適
当
な
場
合
に
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間

に
お
け
る
国
際
的
な
規
範
の
形
成
及
び
作
成
並
び
に
信
頼
醸
成
の
促
進
に
当
た
っ
て
協
力
す
る
。
（
第
三
十
六
条
２
）
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両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
第
三
国
が
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
強
化
し
、
及
び
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
戦
う
た
め
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に

(3)
協
力
す
る
（
第
三
十
六
条
３
）
。

両
締
約
者
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
に
当
た
り
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
六
条
４
）
。

(4)
両
締
約
者
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
及
び
個
人
情
報
の
保
護
を
尊
重
し
つ
つ
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
及
び
重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
と

37
戦
う
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
適
合
す
る
範
囲
内
で
乗
客
予
約
記
録
等
の
利
用
可
能
な
手
段
を
利
用
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
三
十
七
条
）
。

両
締
約
者
は
、
移
住
に
係
る
社
会
経
済
上
の
現
実
を
考
慮
し
つ
つ
、
移
住
の
分
野
に
お
け
る
政
策
に
つ
い
て
対
話
を
促
進
す
る
（
第
三
十
八
条
１
）
。

38
(1)

両
締
約
者
は
、
正
規
で
な
い
入
国
を
防
止
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
、
自
国
民
の
不
当
に
遅
延
す
る
こ
と
の
な
い
再
入
国
を
確
保
す
る
こ
と
、
自
国
民

(2)
に
対
し
て
渡
航
に
関
連
す
る
適
切
な
書
類
を
提
供
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
八
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
高
い
水
準
の
個
人
情
報
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
、
協
力
を
促
進
す
る
（
第
三
十
九
条
）
。

39

両
締
約
者
は
、
教
育
、
青
少
年
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
に
お
け
る
政
策
に
つ
い
て
意
見
及
び
情
報
の
交
換
を
促
進
す
る
（
第
四
十
条
１
）
。

40
(1)

両
締
約
者
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
教
育
、
青
少
年
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
に
お
け
る
協
力
活
動
を
奨
励
す
る
（
第
四
十
条
２
）
。

(2)

両
締
約
者
は
、
文
化
活
動
に
従
事
す
る
者
の
交
流
及
び
芸
術
作
品
の
交
流
を
促
進
し
、
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
文
化
の
種
々
の
分
野
に
お
け
る
共
同

41
(1)

の
自
発
的
活
動
を
行
う
よ
う
努
め
る
（
第
四
十
一
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
相
互
の
意
識
及
び
理
解
を
高
め
る
た
め
、
文
化
の
分
野
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
社
会
の
間
及
び
機
関
の
間
の
対
話
及
び
協
力
を
奨

(2)
励
す
る
（
第
四
十
一
条
２
）
。

両
締
約
者
は
、
共
通
の
目
標
を
追
求
し
、
並
び
に
文
化
の
多
様
性
及
び
文
化
遺
産
の
保
護
を
促
進
す
る
た
め
、
関
連
す
る
国
際
的
な
場
に
お
い
て
相
互

(3)
の
関
心
事
項
に
つ
い
て
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
四
十
一
条
３
）
。

両
締
約
者
の
代
表
者
か
ら
成
る
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員
会
は
、
両
締
約
者
の
代
表
者
を
共
同
議
長
と
す
る
。
（
第
四
十
二
条
１
）

42
(1)

合
同
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
全
般
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
調
整
す
る
こ
と
等
を
行
う
（
第
四
十
二
条
２
）
。

(2)

合
同
委
員
会
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
決
定
を
行
う
（
第
四
十
二
条
３
）
。

(3)

合
同
委
員
会
は
、
通
常
年
一
回
、
東
京
及
び
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
交
互
に
会
合
す
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
者
の
要
請
に
よ
っ

(4)
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て
会
合
す
る
。
（
第
四
十
二
条
４
）

合
同
委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
（
第
四
十
二
条
５
）
。

(5)

両
締
約
者
は
、
相
互
尊
重
、
平
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
及
び
国
際
法
の
尊
重
の
原
則
に
基
づ
き
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必

43
(1)

要
な
あ
ら
ゆ
る
一
般
的
な
又
は
個
別
の
行
動
を
と
る
（
第
四
十
三
条
１
）
。

両
締
約
者
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
、
適
用
又
は
実
施
に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
適
時
に
、
か
つ
、
友
好
的
な
方
法
に
よ
り
当
該
紛
争
を
解

(2)
決
す
る
た
め
、
相
互
に
協
議
し
、
及
び
協
力
す
る
た
め
の
努
力
を
強
化
す
る
（
第
四
十
三
条
２
）
。

第
四
十
三
条
２
の
規
定
に
よ
っ
て
も
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
締
約
者
も
、
更
な
る
討
議
及
び
検
討
の
た
め
当

(3)
該
紛
争
を
合
同
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
四
十
三
条
３
）
。

両
締
約
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
の
基
礎
の
不
可
欠
の
要
素
を
成
す
第
二
条
１
及
び
第
五
条
１
に
規
定
す
る
義
務
の
特
に
深
刻
か
つ

(4)
重
大
な
違
反
が
、
平
和
及
び
安
全
を
脅
か
し
、
か
つ
、
国
際
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
そ
の
例
外
的
な
重
大
性
及
び
性
質
に
よ
り
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
案

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
得
る
こ
と
を
認
識
す
る
（
第
四
十
三
条
４
）
。

第
四
十
三
条
４
に
規
定
す
る
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
案
が
一
方
の
締
約
者
の
領
域
で
生
ず
る
と
い
う
可
能
性
が
低
く
、
か
つ
、
予
期
さ
れ
な
い
事
態
が

(5)
生
じ
た
場
合
に
は
、
合
同
委
員
会
は
、
他
方
の
締
約
者
の
要
請
に
よ
り
、
十
五
日
以
内
に
緊
急
の
協
議
を
行
う
。

合
同
委
員
会
は
、
相
互
に
受
入
れ
可
能
な
解
決
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
に
関
す
る
閣
僚
レ
ベ
ル
の
会
合
を
緊
急
に
招

集
す
る
。
（
第
四
十
三
条
５
）

特
に
緊
急
を
要
す
る
事
案
に
つ
い
て
閣
僚
レ
ベ
ル
で
相
互
に
受
入
れ
可
能
な
解
決
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
第
四
十
三
条
５
に
規
定
す
る
要
請
を

(6)
行
っ
た
締
約
者
は
、
国
際
法
に
従
っ
て
こ
の
協
定
の
規
定
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
両
締
約
者
は
、
同
条
５
に
規
定
す

る
要
請
を
行
っ
た
締
約
者
が
国
際
法
に
従
い
こ
の
協
定
の
枠
外
で
他
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
当
該
締
約
者
は
、
他
方

の
締
約
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
直
ち
に
そ
の
決
定
を
通
告
す
る
も
の
と
し
、
両
締
約
者
に
受
入
れ
可
能
な
方
法
で
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
最

小
限
の
期
間
当
該
決
定
を
適
用
す
る
。
（
第
四
十
三
条
６
）

両
締
約
者
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
を
停
止
す
る
決
定
を
促
し
た
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
案
の
進
展
を
絶
え
ず
検
討
す
る
。
こ
の
協
定
の
規
定
を
停
止
し

(7)
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た
締
約
者
は
、
そ
の
停
止
を
撤
回
す
る
こ
と
が
適
当
と
な
り
次
第
、
ま
た
、
い
か
な
る
場
合
に
も
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
案
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ

た
と
き
は
直
ち
に
、
そ
の
停
止
を
撤
回
す
る
。
（
第
四
十
三
条
７
）

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
間
の
他
の
協
定
の
解
釈
若
し
く
は
適
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
又
は
こ
れ
ら
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
特

(8)
に
、
こ
の
協
定
の
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
定
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
両
締
約
者
間
の
他
の
協
定
の
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
定
に
代
わ
る
も
の
で
は
な

く
、
又
は
こ
れ
ら
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
（
第
四
十
三
条
８
）

こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
及
び
行
動
は
、
両
締
約
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
従
っ
て
実
施
す
る
（
第
四
十
四
条
）
。

44

こ
の
協
定
の
適
用
上
、
「
両
締
約
者
」
と
は
、
日
本
国
を
一
方
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
よ
り
、
連
合
、
連
合
構
成
国
又
は
連
合
及
び
連
合
構
成
国
を

45
他
方
と
す
る
双
方
の
締
約
者
を
い
う
（
第
四
十
五
条
）
。

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
者
に
対
し
、
そ
の
開
示
が
自
ら
の
安
全
保
障
上
の
重
大
な
利
益
に
反
す
る
と
当
該
締
約
者
が
認
め
る
情
報
の
提
供

46
を
要
求
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
四
十
六
条
）
。

こ
の
協
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
す
る
法
的
手
続
に
従
い
、
日
本
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
及
び
連
合
締
約
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
又
は
批
准
さ
れ

47
(1)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
国
の
批
准
書
並
び
に
連
合
締
約
者
に
よ
る
承
認
及
び
批
准
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
文
書
は
、
東
京
で
交
換
さ
れ
る
。

こ
の
協
定
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
交
換
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
（
第
四
十
七
条
１
）

第
四
十
七
条
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
及
び
連
合
は
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
１
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
五

(2)
条
（
２

を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
１
、
第
三
十
九
条
か
ら
第

(b)

四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
（
２

を
除
く
。
）
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
３
及
び
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で

(c)

の
規
定
を
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
ま
で
の
間
適
用
す
る
。
そ
の
適
用
は
、
日
本
国
が
連
合
に
対
し
日
本
国
に
よ
る
批
准
が
完
了
し
た
旨
を
通
告
し
た
日
又

は
連
合
が
日
本
国
に
対
し
当
該
適
用
に
必
要
な
関
係
す
る
法
的
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
通
告
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
初
日

に
開
始
す
る
。
こ
れ
ら
の
通
告
は
、
外
交
上
の
公
文
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
（
第
四
十
七
条
２
）

第
四
十
七
条
２
の
規
定
に
従
い
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
ま
で
の
間
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
両
締
約
者
間
で
こ
の
協
定
が
効
力

(3)
を
生
じ
て
い
た
な
ら
ば
有
し
た
で
あ
ろ
う
法
的
効
果
と
同
一
の
法
的
効
果
を
有
す
る
（
第
四
十
七
条
３
）
。
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こ
の
協
定
は
、
第
四
十
八
条
２
の
規
定
に
基
づ
い
て
終
了
し
な
い
限
り
、
効
力
を
有
す
る
（
第
四
十
八
条
１
）
。

48
(1)

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
者
も
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
、
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
終
了
は
、

(2)
他
方
の
締
約
者
が
そ
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
六
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。
（
第
四
十
八
条
２
）

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
者
も
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
、
第
四
十
七
条
２
に
規
定
す
る
効
力
発
生
ま
で
の
間
の
適
用
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ

(3)
り
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
終
了
は
、
他
方
の
締
約
者
が
そ
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
六
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。
（
第
四
十
八
条
３
）

連
合
は
、
第
三
国
の
連
合
へ
の
加
盟
の
要
請
を
日
本
国
に
通
報
す
る(

第
四
十
九
条
１
）
。

49
(1)

両
締
約
者
は
、
第
三
国
の
連
合
へ
の
加
盟
が
こ
の
協
定
に
及
ぼ
し
得
る
影
響
に
つ
い
て
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
等
に
よ
り
討
議
す
る
（
第
四
十
九
条

(2)
２
）
。

連
合
は
、
第
三
国
の
連
合
へ
の
加
盟
に
関
す
る
条
約
の
署
名
及
び
効
力
発
生
を
日
本
国
に
通
報
す
る
（
第
四
十
九
条
３
）
。

(3)
こ
の
協
定
は
、
日
本
国
の
領
域
並
び
に
欧
州
連
合
に
関
す
る
条
約
及
び
欧
州
連
合
の
運
営
に
関
す
る
条
約
が
こ
れ
ら
の
条
約
に
定
め
る
条
件
の
下
に
適
用

50
さ
れ
る
領
域
に
つ
い
て
適
用
す
る
（
第
五
十
条
）
。

こ
の
協
定
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
ク
ロ
ア
チ
ア
語
、
チ
ェ
コ
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
英
語
、
エ
ス
ト
ニ

51
ア
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
、
リ
ト
ア
ニ
ア
語
、
マ
ル
タ
語
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成

し
た
。
こ
れ
ら
の
正
文
の
間
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
両
締
約
者
は
、
こ
の
問
題
を
合
同
委
員
会
に
付
託
す
る
。(

第
五
十
一
条
）

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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